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地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の一部の施行期日を定める規則
をここに公布する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の一部の施行期日を定める
規則

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例（平成 年北海道条例第４号）
附則第１項ただし書に規定する規定（第１条の規定に限る。）の施行期日は、平成 年３月
日とする。

北海道感染症診査協議会条例施行規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道感染症診査協議会条例施行規則
（ 旨）
第１条 この規則は、北海道感染症診査協議会条例（平成 年北海道条例第１号。以下「条
例」という。）第８条の規定に基づき、北海道感染症診査協議会（以下「協議会」とい
う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（部会）
第２条 条例第７条第１項の規定に基づき、協議会に次の部会を置く。

感染症部会
結核部会

（所掌事項）
第３条 感染症部会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
年法律第 号。以下「法」という。）第 条第３項各号に掲げる事務（次項に規定する
ものを除く。）を行う。
２ 結核部会は、法第 条第３項各号に掲げる事務（結核に係るものに限る。）を行う。
（部会の組織）
第４条 感染症部会は、委員６人以内で組織する。
２ 結核部会は、委員５人以内で組織する。
（部会の会議）
第５条 部会の会議は、保健所長が招集する。
２ 部会は、３人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむ
を得ない理由があるときは、この限りでない。
３ 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところ
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による。
４ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴
くことができる。
（会長への委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項
は、会長が協議会に諮って定める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道職員倫理規則の一部を改正する等の規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道職員倫理規則の一部を改正する等の規則
（北海道職員倫理規則の一部改正）

第１条 北海道職員倫理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第１条中「（条例第２条第１項に規定する職員をいう。第３条及び第５条において同
じ。）」を削る。
第２条中「第３条、」を削る。
第３条を次のように改める。
第３条 削除
第５条中「及び教育公務員特例法第 条に規定する学長、教員及び部局長の職にある職
員」を削る。
別表第１中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第 号までを１号ずつ繰り

上げる。
（札幌医科大学条例施行規則及び札幌医科大学附属病院使用料条例施行規則の廃止）

第２条 次に掲げる規則は、廃止する。
札幌医科大学条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）
札幌医科大学附属病院使用料条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

地方自治法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

地方自治法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則
（北海道庁舎等管理規則の一部改正）
第１条 北海道庁舎等管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項第２号中「たる吏員」を「の職にある知事の補助機関である職員」に改め
る。
（支庁長事務委任規則の一部改正）
第２条 支庁長事務委任規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。

農政部の項７の事項中「技術吏員」を「職員」に改め、同項 の事項中「平成 年北海
道条例第１号」を「平成 年北海道条例第 号」に改める。
建設部の項３の事項中「第 条第１項」を「第 条第１項」に改める。

（北海道職員倫理規則の一部改正）
第３条 北海道職員倫理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。

別表第１第４号中「副出納長」を「会計管理者」に改める。
別表第２中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号
とする。
（北海道居住施設管理規則等の一部改正）
第４条 次に掲げる規則の規定中「当該吏員」を「当該職員」に改める。

北海道居住施設管理規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条
行政書士法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）別記第４号様式
北海道胞衣及び産わい物処理条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）第４条第

８号及び第５条（見出しを含む。）
災害救助法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）第 条から第 条まで及び別記

第５号様式
（北海道消防ポンプ性能試験規則の一部改正）
第５条 北海道消防ポンプ性能試験規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように
改正する。
第４条中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
別記第２号様式中「平成」を削り、「試験吏員職氏名印」を「試験職員職氏名印」に改
める。
（狂犬病予防法施行細則等の一部改正）
第６条 次に掲げる規則の規定中「吏員」を「職員」に改める。

狂犬病予防法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）第６条第２項
生活保護法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）別記第 号様式の２
母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）別記第 号様式
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北海道みつばち転飼条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）別記第３号様式
（北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正）

第７条 北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の
一部を次のように改正する。
第４条第３項中「吏員」を「職員」に改める。
第 条第１項中「第 条の４第４項」を「第 条の４第７項」に改める。
（児童福祉法施行細則の一部改正）

第８条 児童福祉法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条の８第２項中「担当吏員」を「担当職員」に改める。
別記第 号様式の２の２中「吏員」を「職員」に改める。

（児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部改正）
第９条 児童虐待の防止等に関する法律施行細則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次
のように改正する。
別記様式中「吏員」を「職員」に、「第 条第１号」を「第 条第５号」に改める。
（主要農作物種子法施行細則の一部改正）

第 条 主要農作物種子法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改
正する。
第２条第２項中「技術吏員」を「職員」に改める。
別記第３号様式中「平成」を削り、「当該技術吏員」を「当該職員」に、「、証票」を
「証票」に改める。
（砂防法施行細則の一部改正）

第 条 砂防法施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
別記第７号様式中「砂防法ノ」を「砂防ノ」に、「吏員」を「職員」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定中北海道病院事業の
財務に関する特例を定める規則第 条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則
退職手当の基礎在職期間等に関する規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のよう

に改正する。
第１条中「第５条の２第２項第 号」を「第５条の２第２項第 号」に改める。

第２条中「第５条の２第２項第 号」を「第５条の２第２項第 号」に改め、第５号を第
６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

条例附則第 項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職
員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する施行日後の研究所等の職員
としての在職期間
第４条中「第 号」を「第 号」に改める。
別表イの表第４号区分の項第２号中「以後適用されている」を「から平成 年３月 日ま

での間において適用されていた」に改め、「４月以後」の次に「平成 年３月以前」を加え、
同表第５号区分の項第３号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」を加え、同項第４号
中「以後適用されている」を「から平成 年３月 日までの間において適用されていた」に
改め、「４月以後」の次に「平成 年３月以前」を加え、同項中第８号を第 号とし、第７
号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第６号とし、同号の次に次の１号を加える。

７ 平成 年４月１日以後適用されている学校職員給与条例の教育職給
料表 （以下「平成 年４月以後の教育職給料表 」という。）の適
用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち知
事が別に定めるもの

別表イの表第５号区分の項第４号の次に次の１号を加える。

５ 平成 年４月１日以後適用されている学校職員給与条例の教育職給
料表 （以下「平成 年４月以後の教育職給料表 」という。）の適
用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち知
事が別に定めるもの

別表イの表第６号区分の項第３号及び第４号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」
を加え、同項中第 号を第 号とし、第９号を第 号とし、第８号を第 号とし、同号の次
に次の１号を加える。

平成 年４月１日以後適用されている警察職員給与条例の医療職給
料表（以下「平成 年４月以後の医療職給料表」という。）の適用を
受けていた者でその属する職務の級が７級であったもの

別表イの表第６号区分の項第７号中「第５号区分の項第７号」を「第５号区分の項第９
号」に改め、同号を同項第９号とし、同項第６号中「第５号区分の項第６号」を「第５号区
分の項第８号」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中「第５号区分の項第５号」を
「第５号区分の項第６号」に改め、同号を同項第６号とし、同号の次に次の１号を加える。
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７ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第７号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第６号区分の項第４号の次に次の１号を加える。

５ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第５号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第７号区分の項第３号及び第４号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」
を加え、同項中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、第９号を第 号とし、同号の次
に次の１号を加える。

平成 年４月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属す
る職務の級が６級であったもののうち知事が別に定めるもの

別表イの表第７号区分の項中第８号を第 号とし、第７号を第９号とし、同項第６号中
「第５号区分の項第６号」を「第５号区分の項第８号」に、「第６号区分の項第６号」を
「第６号区分の項第８号」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中「第５号区分の項
第５号」を「第５号区分の項第６号」に、「第６号区分の項第５号」を「第６号区分の項第
６号」に改め、同号を同項第６号とし、同号の次に次の１号を加える。

７ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第７号及び第６号
区分の項第７号に掲げる者を除く。）

別表イの表第７号区分の項第４号の次に次の１号を加える。

５ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第５号及び第６号
区分の項第５号に掲げる者を除く。）

別表イの表第８号区分の項第４号及び第５号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」
を加え、同項中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同項第 号中「第７号区分の項
第９号」を「第７号区分の項第 号」に改め、同号を同項第 号とし、同号の次に次の１号
を加える。

平成 年４月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属す
る職務の級が５級であったもの又は６級であったもの（第７号区分の
項第 号に掲げる者を除く。）

別表イの表第８号区分の項第９号中「第７号区分の項第８号」を「第７号区分の項第
号」に改め、同号を同項第 号とし、同項中第８号を第 号とし、第７号を第９号とし、第
６号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。

８ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が３級であったもののうち知事が別に定めるもの

別表イの表第８号区分の項第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が３級であったもののうち知事が別に定めるもの

別表イの表第９号区分の項第４号及び第５号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」
を加え、同項中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同号の次に次の１号を加える。

平成 年４月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属す
る職務の級が４級であったもの

別表イの表第９号区分の項第９号中「第８号区分の項第９号」を「第８号区分の項第
号」に改め、同号を同項第 号とし、同項第８号中「第８号区分の項第８号」を「第８号区
分の項第 号」に改め、同号を同項第 号とし、同項中第７号を第９号とし、同項第６号中
「第８号区分の項第６号」を「第８号区分の項第７号」に改め、同号を同項第７号とし、同
号の次に次の１号を加える。

８ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は３
級であったもの（第８号区分の項第８号に掲げる者を除く。）

別表イの表第９号区分の項第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は３
級であったもの（第８号区分の項第６号に掲げる者を除く。）

別表イの表第 号区分の項第４号及び第５号中「４月以後」の次に「平成 年３月以前」
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を加え、同項中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同号の次に次の１号を加える。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

学校教育法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

学校教育法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則
（北海道立開拓記念館管理規則の一部改正）

第１条 北海道立開拓記念館管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改
正する。
第７条第１項第１号中「中学校」の次に「若しくは中等教育学校の前期課程」を加え、
同項第４号中「盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
（北海道立開拓の村管理規則の一部改正）

第２条 北海道立開拓の村管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正
する。
第５条第１号ア中「中学校」の次に「若しくは中等教育学校の前期課程」を加え、同号

平成 年４月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属す
る職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は３級
であったもの

別表イの表第 号区分の項中第９号を第 号とし、第８号を第 号とし、第７号を第９号
とし、同項第６号中「第９号区分の項第６号」を「第９号区分の項第７号」に改め、同号を
同項第７号とし、同号の次に次の１号を加える。

８ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもの（第９号区分の項第８号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第 号区分の項第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成 年４月以後の教育職給料表 の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもの（第９号区分の項第６号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

エ中「盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
（北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則の一部改正）
第３条 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則（平成３年北海道規則第５号）
の一部を次のように改正する。
第５条第１号ア中「中学校」の次に「若しくは中等教育学校の前期課程」を加え、同号
エ中「盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
（北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正）
第４条 北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部
を次のように改正する。
別記第 号様式中「養 護 学 校」を「特別支援学校」に、「特 殊 学 級」を
「特別支援学級」に改める。
（北海道立産業共進会場条例施行規則等の一部改正）
第５条 次に掲げる規則の規定中「盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改
める。

北海道立産業共進会場条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）第４条第１号ア
北海道立真駒内公園管理規則（昭和 年北海道規則第 号）第６条第１号ア
北海道立野幌総合運動公園管理規則（昭和 年北海道規則第 号）第６条第１号ア
北海道子どもの国管理規則（平成元年北海道規則第 号）第５条第１号ア
北海道立オホーツク公園管理規則（平成６年北海道規則第 号）第６条第１号ア
北海道立宗谷ふれあい公園管理規則（平成 年北海道規則第 号）第６条第１号ア
北海道立十勝エコロジーパーク管理規則（平成 年北海道規則第 号）第６条第１号

ア
北海道立ゆめの森公園管理規則（平成 年北海道規則第 号）第５条第１号ア

（北海道立道民の森管理規則の一部改正）
第６条 北海道立道民の森管理規則（平成２年北海道規則第 号）の一部を次のように改正
する。
第４条第１号ア中「中学校」の次に「若しくは中等教育学校の前期課程」を加え、同号
ウ中「盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道規則第 号

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部を改正する規則

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表１の項中「別表第１の２の２の２の項 」を「別表第１の２の３の項 」に改

め、同表中１の２の項を削り、１の３の項を１の２の項とし、１の４の項を１の３の項とす
る。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則
北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を

次のように改正する。
別表第２収益の事項中「伴う収益」の次に「、肢体不自由児施設支援（児童福祉法（昭和
年法律第 号）第７条第６項に規定する肢体不自由児施設支援をいう。以下同じ。）に

伴う収入」を、「医業費補助」の次に「、肢体不自由児施設運営費負担等」を、「交付され
た補助金」の次に「及び負担金」を加え、「医療活動に」を「医療活動、肢体不自由児施設
支援等」に、
「

」

を
消費税及び地方
消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

「

に改め、

消費税及び地方
消費税還付金
肢体不自由児施
設収益

肢体不自由児施
設入所収益

肢体不自由児施
設事業収益

消費税及び地方消費税還付金

肢体不自由児施設支援等に伴う収入

児童福祉法第 条の２第１項の障害児
施設給付費及び同法第 条の 第１項
の障害児施設医療費に係る収入等
障害者自立支援法（平成 年法律第
号）第５条第８項に規定する短期

その他肢体不自
由児施設収益

入所に伴う収入
前記の科目に属さない肢体不自由児施
設収益

」
同表費用の事項中「医学研究」を「医学、児童の福祉等の研究」に、「医学に」を「医学、
児童の福祉等に」に、
「

」

を
消費税及び地方
消費税

消費税及び地方消費税

「
肢体不自由児施
設費

給料
手当
賃金
報酬
法定福利費

災害補償費

退職給与金
医薬材料費

給食材料費

医療消耗備品費

その他材料費

厚生福利費

報償費

肢体不自由児施設支援等に要する費用

常勤の職員に伴う給料
常勤の職員に伴う諸手当
臨時職員及び人夫雇用に伴う賃金
非常勤職員及び嘱託員に伴う報酬
社会保険、共済組合等の法定経費で事
業主負担額及び常勤職員の公務災害補
償基金負担金
非常勤職員の公務災害に伴う災害補償
費
常勤の職員の退職に伴う退職金
薬品費及び 線用、検査用、診療用等
の材料費
利用者の給食のため消費する食品、給
食用具等であって１年以内に消費する
もの
診療用具（利用者の用に供するものを
含む。）、調剤用具、 線用具、検査
用具等の消耗備品
利用者の生活療法用として使用する材
料費及びその他前記科目に属さない材
料費
職員の健康診断及びリクレエーション
に係る厚生福利の経費及び互助会団体
保険料
講演会、研究会等の講師の謝礼金、賞
賜金（品）、祭祀料



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

旅費

需用費

庁用消耗備品費

修繕費

委託料

保険料
使用料及び賃借
料

役務費

食糧費

交際費

諸負担金
雑費

建物減価償却費
構築物減価償却
費
器械備品減価償

費用弁償旅費、赴任旅費、肢体不自由
児施設運営等に要する旅費
消耗品費（事務用、管理用等に使用す
るもので、１年内に消耗するもので消
耗備品以外のもの及び印刷製本に係る
経費）
被服費（職員等に貸与する被服等）
光熱水費（電気料、ガス料、水道料等
の光熱水費）
医療消耗備品以外の消耗備品（取得価
額２万円未満の公印、美術工芸品及び
史的遺産を含む。）
固定資産及び消耗備品の維持修繕に要
する経費
試験、研究、調査、設計、測量、庁舎
保全管理等を契約により委託する経費
各種保険料
土地、 屋、自動車、会場、基準寝具
等の借上げ、放送聴取料、下水道使用
料、駐車場使用料及び道路通行料等
通信運搬費（送料、電信電話料、運搬
料、郵便切手及び知事が定めるこれに
類する証票並びにはがきの購入費）手
数料（各種手数料、洗たく料、筆耕翻
訳料）
会議用及び来客用茶菓及び弁当等の経
費
肢体不自由児施設（児童福祉法第７条
第１項に規定する肢体不自由児施設を
いう。）の運営の円滑化のために必要
な外部との交際に要する経費
各種団体等に対する負担金
違約金、広告料、公課費、交付金及び
賠償金等で前記の科目に属さない経費
建物に対する減価償却費
構築物に対する減価償却費

器械備品に対する減価償却費

に改める。
消費税及び地方
消費税

却費
車両減価償却費
放射性同位元素
減価償却
その他有形固定
資産減価償却費
無形固定資産減
価償却費
たな卸資産減耗
費
固定資産除却費

車両に対する減価償却費
放射性同位元素に対する減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却
費
無形固定資産に対する減価償却費

たな卸品の破損、変質、亡失等による
消耗損
固定資産の除却に伴う除却損（移転改
築に伴う旧施設に係るものを除く。）
及び撤去費
消費税及び地方消費税

」
別表第７収益的収入及び支出の事項中
「

」

を
消費税及び地方
消費税還付金

「

に、

消費税及び地方
消費税還付金
肢体不自由児施
設収益

肢体不自由児施
設入所収益

肢体不自由児施
設事業収益
その他肢体不自
由児施設収益

障害児施設給付
費収入
障害児施設医療
費収入
措置者負担金収
入

資産貸付収益
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受託検査施設利
用収益
その他肢体不自
由児施設収益

」
「

」

を
消費税及び地方
消費税

「
肢体不自由児施
設費

給料
手当

賃金
報酬
法定福利費
災害補償費
退職給与金
医薬材料費

初任給調整手当
扶養手当
調整手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特殊勤務手当
特地勤務手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜間勤務手当
宿日直手当
管理職手当
管理職員特別勤
務手当
期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
育児休業給

消費税及び地方
消費税

給食材料費
医薬消耗備品費
その他材料費
厚生福利費
報償費
旅費
需用費
庁用消耗備品費
修繕費
委託料
保険料
使用料及び賃借
料
役務費
食糧費
交際費
諸負担金
雑費
建物減価償却費
構築物減価償却
費
器械備品減価償
却費
車両減価償却費
放射性同位元素
減価償却費
その他有形固定
資産減価償却費
無形固定資産減
価償却費
たな卸資産減耗
費
固定資産除却費

」

に改める。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。
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北海道住宅対策審議会条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道住宅対策審議会条例施行規則の一部を改正する規則
北海道住宅対策審議会条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
第２条の見出しを「（会議）」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ、会議
を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同
数のときは、委員長の決するところによる。
第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条から第９条までを１条ずつ繰り上げる。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

訓 令

北海道訓令第１号

本 庁
出 先 機 関

北海道自 用電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道自 用電気工作物保安規程の一部を改正する訓令

北海道自 用電気工作物保安規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正
する。
別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条、第４条関係）
保 安 管 理 組 織

知 事 凡 例
―― 組織上の命令系統

総務部長の調整系統
保 安 責 任 者

副 知 事

総 務 部 長 企 画 振 興 部 長 建 設 部 長 担 当 部 長

科学 振興局長 土 木 局 長 建 築 局 長

総 務 課 長 情 報 政 策 課 長 道 路 課 長 河 川 課 長 建 築 整 備 課 長 担 当 課 長

担当出先機関の長

電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者 電気主任技術者・
ダム水路主任技術者
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附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北海道訓令第２号

本 庁
出 先 機 関

地方自治法の一部改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地方自治法の一部改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（表彰者選考委員会規程の一部改正）
第１条 表彰者選考委員会規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項中「、出納長」を削る。
（考査監設置規程の一部改正）

第２条 考査監設置規程（平成９年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項中「出納長」を「会計管理者」に改める。
（北方領土対策本部規程の一部改正）

第３条 北方領土対策本部規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第４条第８項中「吏員」を「職員」に改める。
（北海道労働金庫検査規程の一部改正）

第４条 北海道労働金庫検査規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正す
る。
第３条第２項中「事務吏員」を「職員」に改める。

（収用委員会事務局の設置及び組織に関する規程の一部改正）
第５条 収用委員会事務局の設置及び組織に関する規程（昭和 年北海道訓令第８号）の一
部を次のように改正する。
第４条中「事務吏員」を「職員」に改める。
第５条中「北海道訓令第３号」を「昭和 年北海道訓令第３号」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北海道訓令第３号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員服務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員服務規程等の一部を改正する訓令

（北海道職員服務規程の一部改正）
第１条 北海道職員服務規程（昭和 年北海道訓令第５号）の一部を次のように改正する。
第７条中「大学教員等」を「研究職員」に、「第２条第３項」を「第２条第２項」に改
める。
（北海道職員被服貸付規程の一部改正）
第２条 北海道職員被服貸付規程（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正す
る。

本 庁 庁 舎 無 線 中 継 所 道 路 附 属 物
及びダム管理所

営 繕 工 事 中 の
建 築 物 出 先 機 関 庁 舎 ダム管理用発電所

庁用の電気の管理
に関する事務を担
任する職員

庁用情報通信基盤
の運用管理に関す
る事務を担任する
職員

所管施設用の電気
の管理に関する事
務を担任する職員

所管施設用の電気
の管理に関する事
務を担任する職員

１ 自 用電気設備運転業務
２ 自 用電気設備保安管理業務
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改め、同表札幌医科大学に勤務する者の項を削る。
（考査監設置規程の一部改正）

第３条 考査監設置規程（平成９年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
第１条中「、各支庁及び札幌医科大学」を「及び各支庁」に改める。
第３条第１項中「、札幌医科大学にあっては事務局次長を」を削る。
（大学教員等が研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合における営利企業の従事許可等に
関する規程の一部改正）

第４条 大学教員等が研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合における営利企業の従事許可
等に関する規程（平成 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正する。
題名中「大学教員等」を「研究職員」に改める。
第１条中「大学教員等」を「研究職員」に、「）第１条」を「）第２条第１項」に、
「第２条第３項」を「第２条第２項」に改める。
第２条から第６条までの規定中「大学教員等」を「研究職員」に改める。
別記第１号様式中「大学教員等」を「研究職員」に、「第２条第３項」を「第２条第２
項」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道選挙管理委員会
北海道人事委員会

訓令
北 海 道 監 査 委 員
北 海 道 議 会
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道選挙管理委員会

北海道人事委員会
訓令第１号

北 海 道 監 査 委 員

北 海 道 議 会

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

北海道職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年３月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三
北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北 海 道 代 表 監 査 委 員 宮 間 利 一
北 海 道 議 会 議 長 橋 文 明
北 海 道 公 営 企 業 管 理 者 梶 本 孝 博

北海道職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令
北海道職員安全衛生管理規程（平成 年北海道・北海道選挙管理委員会・北海道人事委員
会・北海道監査委員・北海道議会・北海道企業局訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第２条第４号中「、出納局長及び札幌医科大学事務局長」を「及び出納局長」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

別表中
「

」
を
「

雨 衣 （上 下） 札幌医科大学に勤務する
者を除く。 雨 衣 （

」
に改め、「札幌医科大学及び」、「札上 下）

幌医科大学附属病院、」、「（札幌医科大学に勤務する者の項に掲げる者を除く。）」及
び「（札幌医科大学附属病院を除く。）」を削り、
「

」

を電 気 技 能 員

作業衣（上下）
布 靴
白 衣（上 下）
白 皮 靴

札幌医科大学に勤務する
者を除く。
札幌医科大学に勤務する
者に限る。

「

」

に電 気 技 能 員
作業衣（上下）
布 靴
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